
令和８年度自動車任意保険の内容及び企画提案作成要領
１　保険契約の内容
（１）加入期間

令和８年４月１日午後４時から令和９年４月１日午後４時まで

（２）加入条件
　仕様書のとおり

（３）加入対象車両
「（別紙１）契約車両一覧」のとおり
２　契約金額の上限
　　７１１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　　※見積額が「契約金額の上限」を超えた場合は失格とする。
３　参加条件
　（１）保険業法第３条第５項に規定する損害保険業免許を内閣総理大臣から受けている者又はその者と損害保険代理店委託契約を締結している者。
　（２）損害保険契約者保護機構に加入している保険会社の保険で申請を行うこと。
　（３）京都市内に損害サービス拠点又は営業所を有すること。
　（４）本市の競争入札参加有資格者であること及び入札参加停止期間中でないこと。

　（５）見積書等の提出については、一つの保険会社につき一申請のみとする。（保険会社が複数の代理店に委任状を発行し、複数の代理店による申請は認めない。）
４　相手方選定手続の概要

（１）募集方法
本市ホームページ（京都市情報館）にて掲載のうえ、募集するものとする。
（２）参加表明

　　　様式１「令和８年度　自動車任意保険加入契約に係るプロポーザル参加表明書」に必要事項を記入し、提出すること。
（３）提案
　　提案は、次のように行うものとする。
　　　「（別紙１）契約車両一覧」を提供するので、それに基づき提案書類を作成すること。「（別紙１）契約車両一覧」は、提案書類作成事務のみに使用するものとする。
ア　保険財務力等格付の提出

　　　　提案者の「財務力」や「保険金支払い能力」を知るうえで指標となる保険財務力等格付を提出すること。信用格付業者については、以下の信用格付業者とする。
1 （株）日本格付研究所

2 　ムーディーズ・ジャパン（株）
3   Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン（株）
4 （株）格付投資情報センター

5 　フィッチ・レーティングス・ジャパン（株）
イ　保険契約プラン及び契約に付帯するサービス内容（提案書）の提出

仕様書に定めている補償条件等（基本条件）に基づく提案書に加え、オプション項目を含めた独自の保険契約プラン及び契約に付帯するサービス内容を提案書として提出すること。また、提案書の内容について詳細が分かる資料等がある場合は、添付すること。

ウ　見積書の提出

提案内容を履行するために必要な保険料（税込み額）の見積書を提出すること。
見積書は、
①　当課が提示する１（２）（３）の基本条件に割引要件を反映させた見積書
②　①に加え、提案者独自の保険契約プランを加えた見積書
を別々に作成し、提出すること。
なお、見積書において、①②ともに「２　契約金額の上限」を超える見積額を掲示した者は、失格とする。また、加入対象車両ごとの見積額も見積書において提示すること。
エ　書式

　　　　Ａ４版で作成し、必要部数（７部）を提出すること。社名の記載は、冒頭のページのみとすること。

オ　提出期日

令和８年３月６日（金） １７時００分までに郵送又は持参により提出
カ　提出先

京都市行財政局総務部総務課（担当　大田・井波）
郵便番号604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話番号 075-222-3045　／　ＦＡＸ番号 075-222-3838
キ　費用負担

提案に要する費用は、すべて提案者の負担とする。

ク　提案資料の取扱い
企画提案に係る書類は、一切返却しない。また、提案者の合意がない限り、本プロポーザルの審査以外に使用しない。
（４）契約候補者の選定
本市において、各提案者の（３）による提案を審査し、本市の希望する契約の内容に達成する可能性が最も高いと考えられる者を契約の候補者として選定する。参加者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとする。ただし、評価点の合計が全体の６０％を超えない場合は、契約候補者として選定しない。
必要に応じて、（３）による提案について、各提案者に対して提案内容及び見積価格に関するヒアリングを行う。この場合において、各提案者に提案内容の改善、再提出等を求めることがある。
なお、提案の評価は、次の項目の審査により行う。

① 保険財務力等格付は優れているか。（１０点）
② 保険契約件数や従業員数等業務実績及び企業規模は優れているか。（１０点）
③ 京都市内の保険契約件数と企業規模及び従業員数のバランスが適正であるか。（１０点）
④ 提案書の内容は優れているか。（３０点）
⑤ 事故・故障時の対応及びサポート体制は優れているか。（２０点）
⑥ 本件契約に対する意欲は高いか。（１０点）
⑦ 見積価格は適正であるか。（１０点）
当該候補者には契約締結の優先交渉権を与えるものとするが、次号に規定する協議の結果によって本市の希望する内容による業務の履行ができないおそれがあると認められるときは、当該候補者と契約を締結しないことがある。この場合においては、当該候補者への優先交渉権を取り消し、各提案者の提案等の審査において、当該候補者の次点の者に対して優先交渉権を付与する。
（５）評価結果通知
　　　契約候補者のみに対して、電話若しくは電子メールにて通知を行う。契約候補者とは、予算執行が可能となる令和８年４月１日以降に契約申込み及び保険料の支払の手続を行う。
　　　ただし、本件に係る予算が成立しないときは、通知は無効とする。この場合において、本件のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、その費用を京都市に請求することはできない。
（６）仕様書の作成及び契約
契約候補者との間で、提案の内容を踏まえて仕様書を作成し、業務の内容の詳細を確定するとともに、契約価格を決定し、契約を締結する。
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